
チェックポイント①

控除税額の計算方法はこの

欄で確認してください。

消費税仕入控除税額報告の記載に係るチェックポイント



チェックポイント③

別紙計算書の「資産の譲渡等の対価の

額」はこちらの数字を使用します。

チェックポイント②

別紙計算書の「課税資産の譲渡等の対

価の額」こちらの数字を使用します。

チェックポイント④
別紙計算書において、課税売上割合を
切り捨てて計算（手入力）する場合には、
この枠の計算を行い、課税売上割合を
切り捨てて計算し、確定申告をしている
か確認してください。



別紙計算書の「５仕入控除額の概要 （１）補助金対象経費

の内訳」の欄に記入する経費については、別記第４号様式

の赤枠の部分の額を入力します。（別記第３号様式ではあ

りません）

なお、複数の事業所がある場合や複数回申請を行ってい

る場合については、全ての事業所や申請の赤枠の部分の

額を合計して記入ください。

（令和２年度和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に係る交付申請

補助申請額ではないので注意

また、振込手数料は収支決算書に記載の額を円

単位で記載ください

×

補助申請額ではないので注意

×

×

補助金により購入等をした経費の内訳を記入する場合の注意事項

（補助金の使途が税務申告で明らかになっていない場合）



別記第３号様式（別記第10号様式）の補助予定額部分は
使用しませんので、入力しないようにご注意ください

（令和２年度和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）に係る交付申請

補助金により購入等をした経費の内訳を記入する場合の注意事項

（補助金の使途が税務申告で明らかになっていない場合）



長第 07280002号の1111    

１　補助金の額　 金 円

　株式会社和歌山

記

1,599,000

和歌山県知事　仁坂　吉伸

  令和2年10月10日付けで申請のあった標記について、和歌山県補助金等交付規則
（昭和62年和歌山県規則第28号）第５条第１項の規定により、下記のとおり交付する
ことに決定しました。

２　この補助金の対象となる事業、その内容及びこれに要する経費の配分は、交付申
  請書及び関係書類に記載のとおりとする。

３　補助金交付の条件
　（１）次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事の承
    認を受けること。
　　　ア　補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合
　　　イ  補助事業を中止又は廃止しようとする場合
　　　ウ　その他重要な変更として知事が別に定める場合
　（２）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難と
    なった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
　（３）補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税
    額が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申請した場合は、次の条件に従
    わなければならないこと。
　　　ア  実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明
        らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない
        こと。
　　　イ  実績報告書の提出後に、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等
        仕入控除税額が確定した場合（消費税等仕入控除税額が０円である場合を含
        む。）には、その金額（実績報告において前記アにより減じた額を上回る部
        分の金額）を消費税等仕入控除税額報告書（別記第６号様式）により速やか
        に（遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに）
        知事に報告するとともに、当該消費税等仕入控除税額を返還しなければなら
        ないこと。
　（４）この補助事業により、取得し、又は効用の増加した財産については、この補
    助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効
    率的な運営を図らなければならないこと。
　（５）この補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の
    機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に

令 和 3 年 1 月 13 日

代表取締役　和歌山　一郎 様

　　　令和２年度和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）
　　　補助金の交付決定について

×

交付決定通知の日付及び番号については、この部分

の日付と番号を記載します。なお、今回は介護分のた

め、医療・障害関係の交付決定は使用しません。

この部分の日付は使用しません。

交付決定通知の日付及び番号に関する注意点

交付決定額はこの部分の額を使用します。

なお、今回は介護分のみのため、医療・障

害関係の交付決定は使用しません



令和〇年〇月〇日

111,000補助対象経費合計額

5,600

3,400

2,000

マスク

消毒液

手袋

株式会社和歌山

代表取締役　和歌山　一郎

　下記の補助対象経費については、当法人の消費税に係る確定申告の際に、人件
費等の非課税仕入（又は個別対応方式で対象経費に係る消費税等を非課税売上
のみに要するもの）として申告を行っております。

補助対象経費内訳

慰労金

補助対象経費額

100,000

参考例

①補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみである場合、又は、②個別対応方式で、対
象経費に係る消費税等を非課税売上のみに要するものとして申告している場合に添付する
任意様式の参考例です。なお、①又は②がわかる資料であれば、他資料で問題ありません。


